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風邪の症状が少しでもあるときは、発熱がなくても医療機関に電話で相談しましょう　相談先が分から
ないときは①県ホームページで発熱外来を検索②新型コロナウイルス受診相談センターに相談 平日午前
９時～午後５時＝☎23-0163、　23-6129、その他の時間＝☎086-226-7877、　086-226-7817

か　  ぜ

が分かれました部

産業文化部

●商業・交通政策課
●仕事・移住支援室
●みらい産業課
●企業立地課
●観光振興課
●歴史まちづくり
　推進室
●文化課

産業経済部

●商業・交通政策課
●仕事・移住支援室
●みらい産業課
●企業立地課

が１つになりました係

　都市計画課

●計画係
●街路係
●建築指導審
　査係
●津山駅周辺
　整備係
●公園緑地係

　都市計画課

●計画係
●街路係
●建築指導審
　査係
●都市整備・
公園係観光文化部

●観光振興課
●歴史まちづくり
　　推進室
●文化課

観光、文化振興、
文化財保護など

商・工業、地域
交通、雇用など

市 ■問人事課☎32-2043

場所や電話番号は、変わりません

役所の組織機構が変わりました 市独自生活応援

４ ■問ワクチン接種推進室
☎32-7047回目　新型コロナワクチン

職 ■問〒708-8501津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043員募集

域商品券 プレミアム率　　％20地 ■問津山市都市整備公社
(市役所６階）☎32-2126

　市内の対象店舗で使うことができる地域商品券を発行します。今月号の折込みチラシをご覧ください。

付金 住民税非課税世帯など給 ■問臨時特別給付金事業推進室
(東庁舎１階）☎32-2169

　住民税非課税世帯などに、１世帯当たり１万円の生活応援金を給付します。
　手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
対象　令和４年６月１日において津山市に住民登録があり、書類の提出時まで継続して津山市に住民登録
　されている①または②の世帯の世帯主

　４回目の接種で、高い重症化予防の効果が得られます。
４回目の接種対象者
　３回目のワクチン接種から５カ月を経過した①か②の人
①60歳以上の人
②18歳以上60歳未満で、基礎疾患がある人、または重症
化リスクが高いと医師が認める人
※詳しくは同封しているチラシを確認するか、津山市ワク
チンコールセンター（☎050-3644-9521：全日午前
９時～午後７時）などにお問い合わせください

 ご注意ください
　接種券は、対象者が接種の機会を逃さ
ないよう、３回目の接種から５カ月を経
過した18歳以上の人全員に届きます。
　左の接種対象者以外の人は、接種でき
ません。今後、対象が拡大される場合が
あるので、届いた接種券は大切に保管し
てください。

試験日時　９月18日㈰受付＝午前８時30分～、開始＝午前９時10分～
ところ　市役所本庁舎
申込方法　人事課、各支所・出張所に備え付けの申込書（市ホームページから印刷可）に必
要事項を記入し、郵送または直接提出するか、インターネットによる電子申請で申し込む

募集期間　８月2日㈫～25日㈭午後５時15分必着

 　 電子商品券
利用店舗　市内の登録店舗
販売価格　１口10,000円（12,000円分）

 　 グルメ券
利用店舗　市内の飲食店、タクシー、運転代行、ガソリン
スタンドなどの燃料販売店のうち登録店舗

販売価格　１冊10,000円（12,000円分）

必要書類を返送してください
　対象世帯に、７月下旬から案内書類を順次送付します。
　書類の内容を確認し、必要書類を返送してください。
締め切り　津山市が書類を発送してから３カ月以内

津山市から、令和３年度または令
和４年度の住民税非課税世帯等臨
時特別給付金（１世帯当たり10万
円）の支給を受けた世帯

津山市以外の市区町村から、①と
同様の給付金の支給を受けた世帯

申請してください
　窓口に備え付けの申請書（市ホームページから印刷可)
に、必要書類を添えて、提出してください。
締め切り　10月31日㈪

※住民税非課税世帯等臨時特別給付金（１世帯当たり10万円）は、広報津山７月号をご覧ください

区分 受験資格

事務職
（短大・高校卒）

平成13年４月２日～平成17年４月１日生まれで、学校教育法に基づく短期大学、
高等専門学校、専修学校もしくは高等学校を卒業した、または令和５年３月31日
までに卒業見込みの人
※①または②の人は受験できません
①学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した、または令和５年３月
31日までに卒業見込み
②独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された、または令
和５年３月31日までに授与される見込み

土木技術職

❶または❷の人
❶昭和62年４月２日以降生まれで、学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門
学校もしくは専修学校（専門課程の修了年限が２年以上のものに限る）で土木の
専門課程を修了した、または令和５年３月31日までに卒業見込み
❷昭和62年４月２日以降生まれで、高等学校で土木の専門課程を修了した

保健師 昭和62年４月２日以降生まれで、保健師免許を有する、または令和５年３月31日
までに免許取得見込みの人


